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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所材料試験炉 

（ＪＭＴＲ）冷却塔倒壊の状況と対応方針について 
 

 

令 和 元 年 １ ０ 月 ９ 日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経緯 

 令和元年９月９日、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」と

いう。）は、台風の強風により大洗研究所材料試験炉（以下「ＪＭＴＲ」という。）の二

次冷却系統冷却塔が倒壊していることを確認した。発生当時、ＪＭＴＲは廃止措置に向

けた準備中1であり、平成１８年８月以降停止しており、当該冷却塔は使用していなか

った。また、冷却塔倒壊に伴い隣接する排風機室外壁２箇所が損傷するとともに、二次

冷却系配管のフランジ部からの水の漏えいが確認された。漏えい水には汚染はなく、モ

ニタリングポストの指示値に異常がなかったことから、本事象に伴う外部への放射能の

影響はなかった（詳細は別添のとおり）。 

当該冷却塔は、施設定期検査及び保安規定に規定された施設定期自主検査の対象とな

っていることから、本事象は法令に基づき原子力規制委員会に報告する事象に該当2す

ると判断され、法令報告が行われるとともに、９月１９日に原子力施設故障等報告書が

提出された。その後、９月２６日に面談によりＪＡＥＡの対応状況を確認した。 

 

２．現在の状況 

 ＪＡＥＡは、当該冷却塔周辺を立入禁止区域に設定しパトロールを強化するとともに、

誤作動、電気事故等防止のため電源を切断している。また、フランジ部からの漏えいに

ついては水抜きを実施するとともに、損傷した排風機室外壁はシリコンコーキング等に

よる応急処置を実施していることから、現状において安全性は担保されている。 

また、冷却塔倒壊による二次災害を防止するため、倒壊した冷却塔のがれき等の撤去

を行っている。 

 ＪＡＥＡは本事象について、冷却塔の設計・施工、保守管理の記録、気象観測データ

等現場調査を踏まえた原因究明及び再発防止対策を策定するとしている（１１月末まで

に調査結果の取りまとめ予定）。 

 

３．今後の対応方針 

 原子力規制庁としては、安全規制管理官（核燃料施設等監視担当）を中心として、Ｊ

ＡＥＡが実施する原因究明等の内容を公開会合において確認していくこととし、初回会

合を１０月中に行うこととしたい。 

 また、その後、原子力規制委員会に評価案を諮ることとする。  

                            
1 令和元年９月１８日付けで廃止措置計画認可申請書を受理 
2 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 
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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（抜粋） 

 

（事故故障等の報告） 

第十六条の十四 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者（旧試

験研究用等原子炉設置者等を含む。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その

旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告し

なければならない。 

 一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

 二 試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障によ

り、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を

停止することが必要となつたとき（試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明ら

かであり、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを

除く。）。 

三 試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物（発生頻

度が設計基準事故より低い事故であつて、当該試験研究用等原子炉施設から多量の

放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものの拡大を防止するために必要な

機器及び構造物を含む。）の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保す

るため必要な機能を有していないと認められたとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

 

 （略） 
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